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第 1章 計画の策定に当たって 

１ 計画策定の背景と趣旨 

我が国では、出生数の減少や出生率の低迷に伴い確実に少子化が進んでおり、国立社

会保障・人口問題研究所の人口推計によれば、現在の傾向が続けば、令和３５年には、

日本の総人口が１億人を割るとされています。また、厚生労働省の人口動態統計では、

平成３０年の１年間に生まれた子どもの数（出生数）は９１万８４００人となり３年連

続で１００万人を割っている状況です。 

本市においても、人口は、平成２２年１１月の２６万８６３人をピークに減少傾向と

なっています。平成２９年には０～４歳の子どもの転入超過数が２４１人と県内１位に

なりましたが、出生数の減少により年少人口（１５歳未満）の緩やかな減少傾向は続い

ています。一方、老年人口（６５歳以上）は年少人口の２倍超となっていることから、少

子高齢化が進んでいる状況です。 

国は次世代育成支援対策を目的に、平成１５年７月に「次世代育成支援対策推進法」

を１０年間の時限立法（その後、令和７年３月３１日まで延長）として制定し、地方公

共団体及び事業主に行動計画の策定を義務づけました。平成２４年８月には「子ども・

子育て関連３法※」が成立し、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の

量的拡大・確保、教育・保育の質的改善、地域の子ども・子育て支援の充実を目的とした

「子ども・子育て支援新制度」が始まり、子ども・子育て関連３法※の１つ、「子ども・

子育て支援法」では「市町村子ども・子育て支援事業計画」を定めるものとしました。 

また、待機児童解消の取組を一層加速化するため、平成２５年５月に「待機児童解消加

速化プラン」を発表し、平成２９年度末までに保育の受け皿を４０万人分整備し、待機

児童解消を目指しました。続いて平成２９年６月には「子育て安心プラン」を発表し、

女性（２５～４４歳）就業率８０％に対応できる３２万人分の保育の受け皿を整備する

ことで、遅くとも令和３年３月末に待機児童を解消することとしました。 

本市ではこうした背景を踏まえ、平成２７年度から平成３１年度（令和元年度）まで

の５年間を計画期間とする「平塚市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子育て支

援の充実に取り組みました。この計画期間が終了するに当たり、子育てニーズの多様化、

子どもの貧困や虐待への対処など、昨今の社会情勢や子どもを取り巻く環境の変化など

を踏まえ、今後の子育て支援の在り方についての方向性を明確にするため、令和２年度

から令和６年度までの５年間を計画期間とする「第２期平塚市子ども・子育て支援事業

計画」となる「ひらつか子育て応援プラン」を策定しました。 
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２ 計画の位置づけ 

この計画は、子ども・子育て支援法第６１条第１項に基づく①市町村子ども・子育

て支援事業計画として策定するものです。また、②次世代育成支援対策推進法による

市町村行動計画、③母子保健事業に関する個別計画として位置づけられている「平塚

市母子保健計画」、④子どもの貧困状況に対する支援となる「平塚市子どもの貧困対

策計画」を内包する計画としています。 

地域を始めとする社会全体で子どもや子育て世代の人々を支えていきたいという思

いを込めて、「ひらつか子育て応援プラン」と愛称を付けました。なお、この計画の

主たる対象は、満１８歳未満である「子ども」と「保護者(子育て家庭)」とします。 

この計画は、「平塚市総合計画 ～ひらつか NＥＸＴ（ネクスト）～」の実現を目

指し、子ども・子育てに関連する分野の部門別計画として位置づけられ、全ての子ど

も自身の「育ち」と子育て中の保護者を支援するとともに、市民が子育てについて理

解と認識を深め、家庭、幼児教育や保育の場、学校、事業者、行政機関等が相互に協

力し、子ども・子育てを推進するための計画とします。 

また、「平塚市地域福祉計画」を上位計画として、「平塚市障がい者福祉計画」、

「平塚市健康増進計画」等の諸計画と調和を図り、地域共生社会※の実現に向けて、

個々の施策を推進します。 

引き続き、国の「子ども・子育て支援法に基づく基本指針」に基づき、市が取り組む

べき施策と達成しようとする目標を明らかにし、事業ごとに市民ニーズの状況や事業

実績も考慮しながら、計画的に取組の推進を図ります。 

【 計画の位置づけ 】 
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平塚市教育振興基本計画 

平塚市障がい者福祉計画 

平塚市障がい福祉計画 

平塚市障がい児福祉計画 

平塚市健康増進計画 

平塚市食育推進計画 

平塚市総合計画 

子ども・子育て

支援法 

次世代育成 

母子保健法

子どもの貧困 

対策の推進に 

関する法律 

 

平塚市地域福祉リーディングプラン  平塚市地域福祉活動計画 

平塚市自殺対策計画 

平塚市成年後見制度利用促進計画 

平塚市生活困窮者自立支援計画 

 

  平塚市子ども・子育て 

  支援事業計画 

  

  

平塚市地域福祉計画 

ひらつか子育て応援プラン 

 

次世代育成支
援行動計画

平塚市子ど
もの貧困対
策計画

平塚市母子
保健計画

① 

② 

④ ③ 
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３ 計画期間 

「子ども・子育て支援法」に基づいて、市町村は５年を１期とした事業計画を定める

ものとしています。したがって、本計画は、令和２年度から令和６年度までを計画期間

とします。 

なお、計画内容と実態に乖離が生じた場合は、計画期間の中間年の令和４年度におい

て、計画の見直しを行うものとします。 

 

【 計画期間 】 
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４ 計画策定体制と経過 

（１）アンケート調査の実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

子育て中の保護者の意見やニーズを的確に反映した計画とするため、就学前児童

（０～５歳児）の保護者を対象として、「子育て支援に関するアンケート調査」を実

施しました。 

 

○ 調査の目的 

この調査は、子育て支援に関するサービスの現在の利用状況や今後の利用希望を把

握し、令和２年度から令和６年度までの５年を１期とする「第２期平塚市子ども・子

育て支援事業計画」を策定するための基礎資料を得ることを目的に実施したもので

す。 

 

○ 調査対象  

市内在住の０歳から５歳までの子どもの保護者 ２，５００人 

 

○ 調査期間 

調査票の発送  平成３１年１月１０日（木） 

調査期間    平成３１年２月１日（金）まで 

 

○ 調査方法 

郵送により対象者に送付、郵送回収にて調査を実施 

 

○ 回収結果  

 

配布数 回収数 有効回収率 

２，５００通 １，３４９通 ５３．９６％ 

 

 

（２）「子ども・子育て会議」の審議 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

子育て当事者等の意見や子ども及び子育て家庭の実情を踏まえて子ども・子育て支

援施策を実施するため、公募による市民、学識経験者、子ども・子育て支援に関する

事業に従事する者等で構成する「平塚市子ども・子育て会議」を開催し、計画の内容

について審議しました。 

 

 

（３）パブリックコメント手続の実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

計画の素案を市役所等の窓口やホームページで公開し、市民から意見を募りまし

た。 


